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受け入れ企業のメリット

～監理団体からのお知らせ～

日頃より、弊監理団体の活動へご理解ご協力を賜り有難うございます。

◎来月は定期監査月となります。お早めに日程調整のほど宜しくお願い致します。

◎2023年10月1日より最低賃金が引き上げられます。福島県・茨城県は42円の引上げが予測されます。

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県においては41円の引上げ要請額となっており過去最高額の引上げとなり

ます。最低賃金法違反にはご注意ください。 Vr.32発行 原口和香奈

受け入れ企業のデメリット

・現行の技能実習制度では「技能実習の職種＝特定技能の職種」ではないため、

企業の職種によっては技能実習を終了した後に特定技能では雇用を継続できない

事がありました。

新制度では、特定技能の対象職種や分野を一致させる方向で検討している為、

外国人人材の長期雇用が見込めます。

・日本語能力を一定水準まで上げた外国人のみが来日出来るといった内容で決定

した場合、配属直後から円滑なコミュニケーションが取れます。

・新制度では労働者という意味合いが強まります。

その為、支払う給料は「日本人へ支払う給料と同程度」という制約が強くなります。

また、転職の自由についても話し合いが行われており、制限撤廃となると、日本人同様、給料が安い、労働環境が

悪いといった内容により、転職される可能性が高まります。

～令和４年１２月から７回にわたり開催された有識者会議での議論を踏まえた中間報告書が、

令和５年５月１１日、関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出されました。～


